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建設弘済会への業務委託のあり方について 

 
平 成 １ ８ 年 ７ 月 １ ２ 日 

建設弘済会への業務委託のあり方検討委員会 
 
 

１． これまでの経緯 

 
建設弘済会は、各地方整備局及び北海道開発局（以下「地方整備局等」とい

う。）に対応して、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与する

ことを目的として設立された公益法人であり、中立性・公平性を確保しつつ、

社会資本整備や関連法令等の専門的な知識や豊富な現場経験をもって、河川・

道路等の工事の監督や施設管理の補助等を行うなど、社会資本の円滑な整備に

寄与してきたところである。 
 
建設弘済会への業務委託の適正化については、昨年１１月の「民間でできる

ことは民間に委ねる」との基本的視点に立って総点検・見直しを行うようにと

の大臣の指示を受けて、地方整備局等において、委託契約の内容の精査や随意

契約理由の適否等について総点検を進め、３月末に「建設弘済会への委託契約

の適正化について」として、第一弾の見直し方針を取りまとめた。 
 
この見直し方針の中では、地方整備局等から建設弘済会へ委託している業務で

ある 
① 公物管理補助業務 

 ② 発注者支援業務 

 ③ 調査・検討業務 

④ 行政事務補助業務 

⑤ 用地事務補助業務 

 ⑥ 厚生福祉業務 

のうち、 

① 公物管理補助業務のうち、水文観測所保守点検、水質・流量観測の補助 

③ 調査・検討業務 

④ 行政事務補助業務 

⑤ 用地事務補助業務のうち、収用の事業認定・裁決申請の資料作成などの
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補助  

⑥ 厚生福祉業務 

については、仕様書・作業マニュアル等を整備し、事前に十分な打ち合わせ・

指導を行うなどの前提条件が満たされれば、民間事業者の中にも当該業務を実

施可能な者が存在すると考えられることから、原則として民間事業者に委託す

ることとした。 

 

さらに、随意契約の適正化については政府全体として取り組むこととされ、

「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」において、６月を目途に各省

庁で「随意契約見直し計画」を策定することとされた。 

 

このため、建設弘済会への業務委託については、政府全体の動向も踏まえな

がら、本省においても、入札監視委員会の委員等外部の意見も聴きつつ、「民

間にできるものは民間に」との観点から、今後とも不断の見直しに努めていく

こととし、本委員会を開催したところである。 

 
 今般、政府全体での随意契約の見直し計画の策定に合わせ、建設弘済会への

業務委託における当面の課題について、第二弾として見直し方針の取りまとめ

を行ったものである。 
 今後、引き続き残された課題を含め、本委員会において不断の見直しを行っ

ていくこととしている。 
    

２． 検討課題 

 
 建設弘済会への業務委託の適正化については、３月末に第一弾の見直し方針

を取りまとめたところであるが、さらに、検討すべき課題としては、次のよう

なものが挙げられる。 
 
（1）随意契約の再点検 

 
建設弘済会に委託している河川・道路等の工事の発注、監督や施設の管理な

どの補助的業務については、従来国の職員が自ら実施してきたものであるが、

累次の定員削減という厳しい定員状況を踏まえ、限られた職員により円滑な業

務執行を行うため、現在は随意契約により建設弘済会に外部委託している。 
（参考資料  出張所業務の実態） 
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３月末に取りまとめた見直し方針においては、これらの委託業務のうち、 
① 公物管理補助業務としての、道路法・河川法等に基づく占用の許認可、

道路・河川・ダム・堰等の施設管理や出水前後等の巡視・点検、違反取

締り（不法占用指導、特殊車両指導等）などの補助 

  ② 発注者支援業務としての、予定価格の積算、技術提案の審査、工事の監

督などの補助  

⑤ 用地事務補助業務としての、用地補償などの補助  

については、 
・社会資本整備や関連法令等の専門的な知識や豊富な現場経験 

・特定の企業・個人に偏しない中立性・公平性 

または 

・個人情報、入札関係情報等の秘密の保持 

が特に必要であることから、引き続き建設弘済会へ随意契約することとした。 
 
しかしながら、その後「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」にお

いて、随意契約で残さざるを得ないものを徹底的に絞り込んだ上で、「随意契

約見直し計画」を策定することとされた。 

 

また、随意契約を必要とする理由のうち、「社会資本整備や関連法令等の専門

的な知識や豊富な現場経験」については、具体的にどのような知識や経験が必

要とされ、またその知識や経験を真に建設弘済会のみが有するものであること

が、国民に対し十分に説明される必要があるとの指摘がある。 

さらに、「中立性・公平性」、「秘密の保持」についても、公益法人である建設

弘済会だから信頼が置けるということでなく、民間事業者とどう違うのかとい

うことについて、十分説明される必要があるとの指摘もある。 

 

このため、３月末の第一弾の見直し方針において引き続き建設弘済会へ随意

契約することとした各業務についても、さらに随意契約理由の徹底した再点検

を行う必要がある。 
 
（2）民間出向者の見直し 

 
① 民間出向者のあり方 

 
建設弘済会は民間事業者（主として土木系コンサルタント）と「出向契約」
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を締結し、同契約に基づき民間事業者の職員を「嘱託職員」として採用し、建

設弘済会の業務に従事させている。 
しかしながら、こうした民間からの出向者が多数存在していることは、建設

弘済会へ委託した業務を事実上再委託していることになるのではないか、また、

それであれば民間事業者に直接発注すべきではないかとの指摘がある。  
 
② 民間出向者の配置と適正な業務執行 

 
建設弘済会が民間事業者から出向者を受け入れ、積算補助業務などに従事さ

せている場合、当該出向者を通じて入札に関係する情報の漏洩が起きたり、出

向元の企業が競争上有利な立場に立つことがあるのではないかとの指摘がある。 
また、出向者が出向元の企業が施工する工事の監督補助業務を行うようなこ

とがあると、監督や検査に手心を加えるようなことが起きるのではないかとの

指摘もある。 
 
（3）再委託のチェック 
 
建設弘済会へ委託した業務は、建設弘済会自らが実施することが基本である

が、専門の事業者に部分的に再委託した方が効率的な業務のうち軽微な業務（印

刷・製本、資料整理、計算処理など）については、再委託を認めている。 
また、委託業務の主たる部分以外については、発注者の承諾を得た上で、再

委託を認めている。 
 
しかしながら、軽微な業務とはいえそれが建設弘済会へ委託した業務の大部

分を占めるような場合には、その軽微な業務を再委託することは丸投げではな

いかとの指摘を受けたり、また、発注者による承諾の審査が適切に行われてい

ないのではないかとの指摘もある。 
 
（4）業務委託（役務契約）のチェック 
 
 現行、地方整備局等が発注した工事及び建設コンサルタント業務等について

は、各局に設置されている「入札監視委員会」の審議対象となっており、発注

した一定金額以上の工事や建設コンサルタント業務の一覧表を委員会に提出・

報告するとともに、その中から入札監視委員が無作為の方法で抽出した事案に

ついてその内容を説明し、審議を行っているが、建設弘済会への業務委託（役

務契約）については、これまで入札監視委員会の正式な審議対象とはしていな
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い。 
 
このため、工事等と比較して、建設弘済会との業務委託をはじめとする役務

契約の審査が十分ではなかったのではないかとの指摘がある。 
 
（5）その他 

 
① 建設弘済会の行う講習会受講の義務付け 

 
各地方整備局等の中には、工事監督補助業務の一部を民間事業者に発注する

場合、入札参加資格要件として、建設弘済会の行う講習会の受講を義務付けて

いるところがある。 
これは、工事監督補助業務の適正な履行のため、国土交通省で運用している

監督に関する各種基準や契約制度、さらには「公共事業の品質確保の促進に関

する法律」等の知識を予め習得していただく必要があることから、建設弘済会

が講習会を開催し、それを修了していることを現場技術員の資格要件としてい

るものである。 
 
しかしながら、講習会が必要であるなら本来地方整備局等が自ら実施すべき

ではないか、あるいは建設弘済会に限らず能力のある他の団体にも実施させる

べきではないかなどの指摘がある。 
 

３． 今後の対応 

 
（1） 競争性のある契約方式への移行 

 
これまでの国会審議や当委員会での随意契約のあり方に対する指摘を踏まえ

るとともに、国民の目線に立って、明白に契約の相手方が１つしかないなど、

誰が見ても随意契約しかないもの以外は競争性のある契約方式（競争入札、企

画競争、公募）に移行するとの政府全体としての随意契約の見直し方針に従い、

これまで建設弘済会に委託してきた業務については、今後は競争性のある契約

方式に移行していくこととする。  
建設弘済会においては、これまでに蓄積された知識・経験、技術力等を活用・

向上させ、透明性・競争性のある契約手続を通じて業務を受託することにより、

今後とも社会資本整備に貢献していくことが期待される。 
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※ 「企画競争」 

要件を満たす応募者から当該業務の実施に関する企画書の提出を求

め、最も優れた企画書の提出を行った者を選定し、見積書を徴取して

契約する手続。 

 

※ 「公募」 

発注者が特定した者以外の参加者の有無を確認するため、当該業務

の行政目的、必要とする技術・性能等を明示した上で公募し、要件を

満たす者が一者の場合にあっては契約手続に移行し、応募者が多数の

場合にあっては総合評価・企画競争に移行する手続。 

 

（2）民間出向者の見直し 
 

① 出向者に依存しない体制の構築 
 

民間出向者については、例えば河川、道路等の工事の監督補助業務を例にと

ると、 

・工事現場が各地に点在し、かつそれぞれが大規模であること、 

・工事の進捗に応じて継続的に、品質のチェックや工事の施工状況等の検査・

確認をする必要があること、 

・また国が行う工事は年度や時期によって大きな波動があること 

などから、建設弘済会の職員のみでこれらの業務に対応するよりは、建設弘済

会の管理技術者の指揮監督の下で民間企業からの出向者を活用する方が、建設

弘済会の業務体制のスリム化、効率化に資することになることから、民間事業

者から出向を求めているものである。 

一方、出向元の民間事業者にとっても、技術者に公共工事の現場経験を踏ま

せるなど技術研修の場として活用できるなどのメリットもある。 
 
しかしながら、全建設弘済会の平均で正規職員の１．５倍にのぼる出向者が

存在し、建設弘済会の業務に従事していることは、建設弘済会へ委託したこと

の妥当性との関係で齟齬を来たしかねない。 
 
このため、平成１９年度以降、建設弘済会へ委託した業務は建設弘済会の職

員（災害対応時等の場合における臨時の職員等を含む。）が自ら実施することと

し、建設弘済会において出向者に依存しない業務執行体制を構築していく。 
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② 守秘性、中立性・公平性の確保 

 
建設弘済会においては、積算補助業務に携わった民間出向者の出向元が工事

の競争入札に参加したり、出向元が施工する工事の監督補助業務に当該民間企

業の出向者が携わったりすることのないよう、出向者の適正配置等については

十分留意してきた。 
また、建設弘済会は出向者に対し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならな

いとの守秘義務を課している。 
 
しかしながら、実際に情報の漏洩や出向元に有利な取り計らいはなかったも

のの、ごく一部において、積算補助業務に携わった出向者の出向元が受注した

事例や出向元が施工する工事の監督補助業務にその出向者が携わった事例があ

った。 
 
上記①に述べたように、平成１９年度以降、建設弘済会へ委託した業務は原

則として建設弘済会の職員が自ら実施することとしているが、それまでの間の

対策として、既に、積算補助業務に携わる出向者の出向元が工事の競争入札に

参加したり、出向者が出向元の施工する工事の監督補助業務に携わったりする

ことのないよう、出向契約に関する規定において、例えば積算補助業務に携わ

る出向者の出向元は当該工事の競争入札に参加できない旨を明記することなど

を徹底するよう指導している。 
また、発注者側においても、本年度の措置として、例えば、工事監督の際に

監督補助業務に従事する出向者の出向元について建設弘済会から報告を受け、

出向者が出向元の工事監督補助業務に携わることがないことを確認するための

具体的なチェックの仕組みづくりを早急に行う。 
 さらに、今後、これらの業務を競争性のある契約方式に移行していくに当た

り、４(2)のように、守秘性や中立性・公平性が確保されるようなルールや仕組

みづくりについて検討していく必要がある。 
 
（3）再委託の適正化、監視の強化 
 

① 一括再委託等の禁止の徹底 

 

従来、契約を履行するに当たって、委託契約に係る業務の全部を一括して、

又は設計図書等で定める「主たる部分」を再委託することは禁止してきたとこ
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ろであるが、今後、さらにこの措置を徹底する。 
 
② 再委託手続の厳格化 

 
通達、設計図書等において発注者の承諾を要しない「軽微な業務(コピー、印刷、

製本等)」の明確化を図るとともに、軽微な業務以外の部分に係るやむを得ない再

委託の申請に対して発注者が承諾した場合には、入札監視委員会に報告するな

ど、委託した業務は受託者自らが履行することが基本であることを徹底する。 
 

（4）業務委託の監視の強化 
 

① 「入札監視委員会」への報告・審議、活動の充実 

  

今後、業務委託（役務契約）についても、工事や建設コンサルタント業務と

同様に、「入札監視委員会」へ発注した業務の一覧表を提出、報告するとともに、

委員により無作為の方法で抽出された案件について、委託業務の内容、競争参

加資格の設定の理由等について説明し、審議を行う。 
  
 また、「入札監視委員会」の審議対象の拡大に併せて、委員会の開催回数の増

加や委員の拡充など、入札監視委員会活動の充実も図っていく。 
 
  ※ 「入札監視委員会」 

    入札・契約の透明性を確保することを目的として、競争参加資格の設

定や指名の経緯、入札の結果等について調査・審議するために、各地方

整備局等に設置されている第三者機関。 

 

（5）その他 
 

① 競争参加者等に対する講習の見直し 
 

今後、工事監督補助業務について競争性のある契約方式に移行した場合、公

募に当たっては、工事監督補助業務の適正な履行のため、国土交通省で運用し

ている監督に関する各種基準や契約制度、さらには「公共事業の品質確保の促

進に関する法律」等の知識の習得が必要となることから、今後、配置予定の現

場技術員については、地方整備局等が実施する発注者支援制度における資格の

取得を応募の条件として提示することとする。 
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４．実施に当たっての検討事項 
 今後、競争性のある契約方式に移行するに当たっては、当委員会を活用しつ

つ、以下に掲げる事項について実務上の検討を行っていく。 
 
（1）受託事業者の選定手法の検討 
 
これまで建設弘済会に委託してきた業務について、今後は競争性のある契約

方式により受託事業者を選定することとなる。 
 
しかしながら、このような業務については、随意契約でなくなるとはいえ、

国民の共通財産である社会資本整備に係る各種調査、工事監督、管理に関連す

る補助業務など公益性・公共性の高い業務であることには変わりはない。 
しかも、競争に当たっては、物品の調達のように性能の明らかな現物が存在

しているわけではないため、価格のみの入札で単に安ければいいということは

問題がある。 
さらに、例えば、河川・道路の公物管理補助業務については、現場状況や過

去の災害履歴などを熟知し、かつ災害時などの緊急時にも対応できるような信

頼できる事業者を選定する必要がある。 
 
このため、従来、当該業務は建設弘済会が実施してきたところであるが、発

注者が特定した者以外の参加者の有無を確認するために、当該業務の行政目的、

必要とする技術・性能等を明示した上で公募し、要件を満たす者が１者の場合、

契約に移行する「公募方式」や、要件を満たす応募者から事業の執行体制や方

法についての企画提案を受け、その事業者の業務遂行能力や過去の経験・実績

などを加味して審査を行い、業務遂行能力等が最も優れた者を選定する「企画

競争方式」を導入する必要がある。 
 
建設弘済会に委託してきた業務は様々であり、また、業務の内容や地域によ

っては、民間事業者で同種の業務が行われていないものも含まれるため、透明

性の高い事業者の選定手法の構築を目指し、当面まず、的確な業務施行能力を

有する民間事業者の有無の確認、競争参加者の能力の評価手法や実績の確認方

法、個々の従事者の過去の業務経験の確認方法やそのための資格制度のあり方

などについての検討が必要である。併せて、予定価格の作成方法についても、

業務ごとに今後順次実態に基づき歩掛等を設定し、公表すること等により、透
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明性の確保を図ることが必要である。 
 
（2）委託のあり方 

 
 例えば工事の監督補助業務の場合、従来これらの業務は建設弘済会に委託し

てきたため、民間事業者の中に発注者の立場に立った工事監督の経験を有する

業者は少ないが、今後は、工事の施工を行う建設業者、設計を行うコンサルタ

ントに加え、発注者側に立って工事の監督を行う事業者が第三の業態として形

成され得ることとなる。 
 
こうした工事監督補助業務については、当然のことながら、工事を施工して

いる建設業者との関係において中立性・公平性の確保等が求められることから、

例えば建設業を兼営していない者が受託することが考えられる。 
 
なお、発注者と受託者との契約関係は委託（請負）契約であることから、例

えば、工事現場での監督補助業務については、引き続き、あらかじめ業務範囲

を明確化するとともに、その範囲内において自らの判断で業務を遂行できる契

約内容とすべきである。 
 
さらに、他の業務についても、民間事業者であっても守秘性や中立性・公平

性が確保されるルールづくりや仕組みづくりについて、引き続き検討を進めて

いく必要がある。 
 
(3) 民間移行後の検証 
 
従来、建設弘済会は、行政を補完・代行する組織として位置づけられ、地方

整備局等による外部委託が拡大するなど、建設弘済会は公共事業の適正かつ円

滑な実施に当たって重要な役割を担ってきた。しかし、民間事業者の能力の向

上等、建設弘済会を取り巻く環境の変化を勘案し、「民間にできることは民間に

委ねる」との観点から、今回の見直しを行ったものであるが、受注した民間事

業者は、経験のない業務を遂行することになることから、実際に、業務が的確

に実施されているかどうかについて、検証を行う必要がある。 
 

（4）複数年度契約のあり方 
 
  例えば道路、河川などの公物管理補助業務のように、「専門性や経験」を有す



       

                 - 11 - 

る建設弘済会に随意契約してきた業務を、今後、年度ごとに競争により受託事

業者を選定していくこととなれば、仮に、毎年異なる事業者が受託した場合、

河川、道路等の危険箇所がどの地点にあるかというような知識・情報が引き継

がれず、あるいは、発注者が年々同じような詳細な指示を各受託事業者に行わ

なければならないというようなおそれがある。このような業務については、受

託した事業者が一定の年数を継続して受託することにより、円滑な業務遂行が

可能となると考えられる。        
 
 電算システムの保守点検などでは複数年の委託契約もあることから、例えば、

公物管理補助業務等において、一度受託した民間事業者が一定年数継続して当

該業務を受託する方策として、国庫債務負担行為の活用も検討する必要がある。 
 



出張所の主要業務出張所の主要業務

パトロールパトロール 住民からの苦情・要望対応住民からの苦情・要望対応

占用許可や関係機関調整占用許可や関係機関調整 維持修繕工事の現場立会維持修繕工事の現場立会

異常が発見された場合には、
速やかに復旧を実施。

道路、河川の占用許可の窓口。維持修
繕工事の警察協議等。

品質の確保を図るため現場立会を
行い、出来高等をﾁｪｯｸ。

出張所業務の実態（東北地整 仙台河川国道事務所 石巻国道維持出張所）

仙台河川国道事務所 石巻国道維持出張所では一般国道45号、108号、三陸縦貫自動車道の総延長80.6㎞の

維持管理を担当しており、道路パトロールや各種許認可の受付、地域要望対応、事故・災害対応等幅広い業務を日常的に
担当している。

出張所職員は、現在でも最低要員の４名しか確保されず、職員の実施すべき業務のうち、行政判断や権限行使、守秘性
を伴わない業務については、最大限委託している。

委託職員がいない場合には、パトロール巡視回数が減少することにより道路の管理瑕疵が著しく増加したり、工事のきめ
細やかな施工監督が行われなくことにより施工不良が増大する等の問題が生じるほか、住民からの苦情・要望対応など職
員が自ら行ってきた業務にも大きな支障が出る。

仙台河川国道事務所 石巻国道維持出張所では一般国道45号、108号、三陸縦貫自動車道の総延長80.6㎞の

維持管理を担当しており、道路パトロールや各種許認可の受付、地域要望対応、事故・災害対応等幅広い業務を日常的に
担当している。

出張所職員は、現在でも最低要員の４名しか確保されず、職員の実施すべき業務のうち、行政判断や権限行使、守秘性
を伴わない業務については、最大限委託している。

委託職員がいない場合には、パトロール巡視回数が減少することにより道路の管理瑕疵が著しく増加したり、工事のきめ
細やかな施工監督が行われなくことにより施工不良が増大する等の問題が生じるほか、住民からの苦情・要望対応など職
員が自ら行ってきた業務にも大きな支障が出る。

除雪作業除雪作業

７７件

苦情・要望

１９０件

許認可件数

３８件

交差点協議等

１９件

発注件数

災害時の対応災害時の対応

２回

注意体制

２回

警戒体制

■職員数４名■職員数４名
（出張所長、技術係長、管理係長、（出張所長、技術係長、管理係長、

事務係長）事務係長）

■委託職員数８名■委託職員数８名
（現場技術２名、管理補助２名、（現場技術２名、管理補助２名、

巡視補助等４名）巡視補助等４名）

出張所の体制出張所の体制

降雪時には早朝から除雪作
業を実施

落下物や騒音等の苦情に対し、
現地確認を行い対応

被災状況を速やかに確認し、復旧
を指示

過去２０年間の職員数の過去２０年間の職員数の
推移推移

全国平均(平成16年度)
道路管理のある出張所：4.7名
河川管理のある出張所：3.2名

※時点は、いずれも平成17年度現在

６回／週

パトロール

８７件

道路損傷復旧
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凍結防止
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除雪車出動

※写真は、いずれも業務内容のイメージ
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